
　

不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
導

入
は
可
能
な
限
り
迅
速
に
行
い
ま

す
が
、
早
く
て
も
平
成
24
年
度
の

終
わ
り
ご
ろ
の
予
定
で
す
。
不
活

化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
導
入
ま
で
、

ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
待
つ

こ
と
は
お
す
す
め
で
き
ま
せ
ん
。

不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
を
導
入

す
る
ま
で
、
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
を

接
種
せ
ず
に
様
子
を
み
る
方
が
増

え
る
と
、
免
疫
を
も
た
な
い
方
が

増
え
、
国
内
で
ポ
リ
オ
の
流
行
が

起
き
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
り
ま

す
。
き
ち
ん
と
ワ
ク
チ
ン
を
接
種

し
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
免
疫
を
も

て
ば
、
海
外
で
ポ
リ
オ
が
流
行
し

て
も
、
国
内
で
は
防
ぐ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る

こ
と
が
、
ポ
リ
オ
を
予
防
す
る
唯

一
の
方
法
で
す
。

　

ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
情

報
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/bunya/

kenkou/polio/index.htm
l
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ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン

ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン

  

に
つ
い
て

に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が

変
更
に
な
り
ま
す

改正後 改正前

均等割額 38,239円 36,225円

所得割率 7.29% 6.89%

限 度 額 550,000円 500,000円

均等割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年総所得等の合計額 軽減後の均等割額

33万円以下
の場合

世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下
（その他各種所得なし）の場合

9割軽減 3,823円/年

上記以外の方 8.5割軽減 5,735円/年
33万円+（24万5,000円×世帯主以外の被保険者数）以下の場合

※単身世帯は該当しません。
5割軽減 19,119円/年

33万円+（35万円×世帯の被保険者数）以下の場合 2割軽減 30,591円/年

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
率
は
、
今
後
見
込
ま
れ
る
医
療

費
な
ど
の
推
計
を
基
に
２
年
ご
と

見
直
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
24
・
25
年
度
の
保
険
料
率

は
、
平
成
22
・
23
年
度
と
比
べ
医

療
費
な
ど
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
次
の
と
お
り
改
正
と

な
り
ま
し
た
。（
図
１
参
照
）

● 

保
険
料
は
、
加
入
者
全
員
が
負

担
す
る「
均
等
割
」と
前
年
の
所

得
に
応
じ
て
負
担
す
る「
所
得

割
」の
合
計
額
で
計
算
さ
れ
ま

す
。（
図
２
参
照
）

　

所
得
が
少
な
い
方
の
保
険
料
の

軽
減
は
継
続
さ
れ
ま
す
。
軽
減
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
均
等
割
軽
減

　

世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
、
９
割
、

８
・
５
割
、
５
割
、
２
割
を
軽
減
。

（
図
３
参
照
）

●
所
得
割
軽
減

　

被
保
険
者
の
前
年
の
総
所
得
金

額
か
ら
、
基
礎
控
除（
33
万
円
）を

引
い
た
額
が
、
58
万
円
以
下
の
方

は
所
得
割
額
を
5
割
軽
減
。

● 

会
社
な
ど
の
健
康
保
険
の
扶
養

者
で
あ
っ
た
方
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
直

前
に
、
被
用
者
保
険（
市
町
村
国

保
、
国
保
組
合
は
対
象
外
で
す
）

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
に
つ
い

て
は
、
所
得
割
額
が
か
か
ら
ず
均

等
割
額
が
9
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

• 

生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
の
た

め
、
町
で
実
施
し
て
い
る
健
康

診
査
を
受
診
し
、
健
康
維
持
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

• 

同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関

を
受
診
す
る
こ
と
は
控
え
ま

し
ょ
う
。
重
複
す
る
検
査
や
投

薬
に
よ
り
、
か
え
っ
て
体
に
悪

影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

• 

後
発
医
薬
品（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
）は
、
先
発
医
療
品
と

同
等
の
効
果
を
持
ち
、
費
用
も

安
く
す
み
ま
す
。
利
用
に
つ
い

て
医
療
機
関
や
薬
局
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

医
療
費
の
適
正
化
に
向
け
て

均等割額
38,239円 +

所得割率
（前年中の総所得金額等－33万円）

×
7.29%

=
一人当たりの
保険料額

（限度額55万円）

（図１：保険料率の改正について）

（図２：保険料計算について）

（図３：均等割軽減について）
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あ
な
た
の
勇
気
で
助
か
る
命
が
あ
る

　

長
野
県
の
献
血
者
数
は
年
々

減
少
し
て
お
り
、
特
に
、
10
〜

30
歳
代
の
若
い
方
の
献
血
者
が

減
少
し
て
い
ま
す
。
輸
血
医
療

は
代
わ
り
得
る
も
の
が
な
く
、

生
命
を
救
う
唯
一
の
手
段
が
献

血
で
す
。
血
液
だ
け
は
、
人
工

的
に
造
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

病
気
や
け
が
の
人
々
の
た
め
、

皆
さ
ま
の
献
血
が
必
要
で
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※ 

患
者
さ
ん
が
安
心
し
て
輸
血

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
献
血

し
て
い
た
だ
け
る
方
の
本
人

確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
お
手
数
で
す
が
、

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

保
険
証
な
ど
ご
本
人
を
証
明

で
き
る
も
の
を
ご
提
示
く
だ

さ
い
。（
一
度
提
示
い
た
だ

い
て
い
る
方
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。「
献
血
カ
ー
ド
」を
お

持
ち
の
方
は
、
持
参
し
て
く

だ
さ
い
）

※ 

献
血
に
お
越
し
の
方
は
、
北

側
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
無
料
に
い
た
し
ま
す
の

で
、
係
員
ま
で
駐
車
券
を
ご

提
示
く
だ
さ
い
。

※ 

献
血
に
お
出
か
け
い
た
だ
い

て
も
、
当

日
の
健
康

状
態
に

よ
っ
て
は
、

献
血
い
た

だ
け
な
い

こ
と
が
あ

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
32
）２
５
５
４

【
日
時
】

　

４
月
18
日（
水
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

【
場
所
】

　

御
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー

　
（
北
側
駐
車
場
）

―
全
血
献
血
―

献
血
は
一
人
ひ
と
り
の
善
意
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す

　

平
成
24
〜
26
年
度
ま
で
の
３
ヵ
年
に
わ
た
る
第
５

期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
く
、
介
護
保
険
料
が

決
定
し
ま
し
た
。

　

第
５
期
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間
の
高
齢
者
数
の

増
加
と
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
増
加
を
見
込

み
、
基
準
月
額
で
現
行
の
４
、４
４
０
円
か
ら
２
０

０
円（
４
・
５
％
）増
の
４
、６
４
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

所
得
区
分
は
現
行
の
６
段
階
で
、
中
間
所
得
者
層

へ
の
軽
減
を
考
慮
し
、
引
き
続
き
第
４
段
階
を
細
分

化
し
て
い
ま
す
。（
図
１
）

　

介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
１
割

を
利
用
者
が
負
担
し
、
残
り
９
割
を
介
護
保
険
料
等

の
公
費
で
賄
い
ま
す
。
一
般
的
に
介
護
保
険
料
と
呼

ば
れ
て
い
る
の
は
、
65
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者

に
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
の
こ
と
で
、
残
り
９
割

の
う
ち
の
21
％
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
図
２
）

　

40
〜
64
歳
ま
で
の
第
２
号
被
保
険
者
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
加
入
す
る
医
療
保
険
の
保
険
税
や
保
険
料
に
、

介
護
保
険
分
を
上
乗
せ
し
て
納
め
て
い
た
だ
き
、

29
％
を
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。（
図
２
）

　

こ
の
よ
う
に
介
護

保
険
制
度
は
、
相
互

扶
助
の
精
神
で
成
り

立
っ
て
い
る
も
の
で

す
。
今
後
と
も
皆
さ

ま
の
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係
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図1

改訂後 改訂前
平成24～26年度
（第5期） 改訂幅 平成21～23年度

（第4期）
所得段階 要件 基準月額

（円） 調整率 月額
（円）

年額
（円）

月額
（円）

年額
（円）

月額
（円）

年額
（円）

第1段階
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で、世帯全
員が町民税非課税の方

4,640 × 0.5 2,320 27,840 100 1,200 2,220 26,640

第2段階
世帯全員が町民税非課税の方で、
前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下の方

4,640 × 0.5 2,320 27,840 100 1,200 2,220 26,640

第3段階 世帯全員が町民税非課税の方
で、第２段階に該当しない方 4,640 × 0.75 3,480 41,760 150 1,800 3,330 39,960

第4段階
－1

世帯の誰かに町民税が課税されて
いるが、本人は町民税非課税かつ、
前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下の方

4,640 × 0.9 4,176 50,110 180 2,160 3,996 47,950

第4段階
－2

世帯の誰かに町民税が課税されて
いるが、本人は町民税非課税の方
で、第4段階-1に該当しない方

4,640 × 1基準額 4,640 55,680 200 2,400 4,440 53,280

第5段階 本人が町民税課税で、前年の合
計所得金額が200万円未満の方 4,640 × 1.25 5,800 69,600 250 3,000 5,550 66,600

第6段階 本人が町民税課税で、前年の合
計所得金額が200万円以上の方 4,640 × 1.5 6,960 83,520 300 3,600 6,660 79,920

介
護
保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た

平
成
24
〜
26
年
度
の

図2
サービス給付費の負担割合
（在宅サービスの場合）

公費（税金）
 国 25％
 県 12.5％
 町 12.5％

40～64歳の
方の保険料

65歳以上の
方の保険料

21％

29％

50％

（（2323）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり44月号月号


